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研修に関する協定耆

独立行政法人国立病院機構災害医療センター（以下「甲」 という。 ） と、防衛省陸上自

衛隊（以下「乙」 という。 ）は、甲の施設において、第1条第2項に定める乙の医官（以

下「研修生」 という。 ）の研修を実施するにあたり、次の内容の協定書を締結する。

（研修施設）

第1条研修施設及び研修内容は、次のとおりとする。

(1) 研修施設

独立行政法人国立病院機構災害医療センター（東京都立川市緑町3256）

（2） 研修内容

「災害医療基幹要員集合計||練」に基づく研修

2 乙は、前項の研修を実施するにあたり、研修委託に関する依頼文書を年度毎ごとに作成

し、提出する。

（研修の実施方法）

第2条甲は、 「災害医療基幹要員集合訓練」に基づいて研修のカリキュラムを策定し、

研修を受託して実施する。

（研修教育費）

第3条甲が、研修生の研修を受託するに当たっての費用は、一人あたり、

とする。また、乙の研修生が甲名義で学会等への参加に要した費用の内、

めたものについては、甲が乙の研修生へ費用を支給するものとする。

ひと月2万円

甲が必要と認

（感染予防）

第4条乙は、研修生が研修を行うにあたり、甲に対し新型コロナウイルス感染症を含む

感染症等（以下「感染症」 という。 ）の対応として感染防護の取組状況や乙が行ってい

る学内外での感染対策を説明するとともに、研修前後での研修生等への感染管理教育を

徹底するものとする。

2 乙は､感染症予防のため、甲の指示するところに従い、研修時に使用する感染症防護

具等を乙の負担により用意するものとする。

（研修生への規則遵守の徹底）

第5条乙は、研修生が研修を行うにあたり、事前に甲が定めた諸規則・心得等を遵守

し、かつ研修指導者の指示に従うように研修生を指導する。








